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第 1 疫学知見を重視した因果関係判断がなされるべきこと

1 因果関係の有無が本件の争点であること

訴状の第 5(26頁以下)にも記載したように、原告らの小児甲状腺がん罹患

は、福島第一原子力発電所事故 (以下「本件事故」という。)により同発電所から

放出された放射性物質への曝露によるものである。

これに対し、被告は、「原告らに発症したとする甲状腺がんについては、本件事

故との事実的因果関係が認められず、原告らの本訴請求には理由がない」 (答弁

書 14頁 )と して因果関係を否定しているから、本件事故による放射性物質への

曝露と原告らの小児甲状腺がん罹患との間の因果関係は、本件訴訟の重要な争点

の一つとなっている。

もっとも、第 1準備書面でも述べたとおり、放射性物質への曝露が小児甲状腺

がんの原因となることは既に医学的知見として確立されたものであるから、本件

における法的因果関係の判断は、原因物質も明らかではない状況で争われた過去

の公害訴訟や専門的科学技術訴訟と比べると邊かに容易なものと言える。

2 因果関係判断において、疫学知見が重視されるべきこと

この点、有害物質によって集団的な健康被害が発生した過去の公害訴訟におい

ては、疫学的手法を通じて因果関係が認められてきた歴史がある (四 日市公害訴

訟判決 (津地四日市支判昭和47年 7月 24日判時672号 30頁)な ど)。

疫学 (epidemiology)は 、人を対象とした医学研究における基本的方法論であ

り、病気の分布を捉え、曝露 (原因)と病気 (帰結)の因果関係を人のデータで

直接検証する方法論である。実験動物や培養細胞ではなく、実際の人口集団

(population)を 対象として、疾病とその規定要因との関連 (因果関係)を 明ら

かにする科学であるところに、その特徴がある。

具体的な方法論として、疫学では、曝露 (exposure)と帰結 (outcome)に着目

する。そして、例えば、曝露を受けた集団 (曝露群)と曝露を受けていない集団
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(非曝露群)において、帰結となる疾病が、同一期間内にそれぞれどれだけ発生

しているかの発生数をカウントし、それを観察開始時の集回の人数で割り算して

リスクを求め、そのリスクの比から曝露と疾病との関連性 (因果関係)を示す指

標 (リ スク比 。相対危険度)を計算して、疫学的指標を得る。

そこで、本件事故によって広範囲に拡散された放射性物質への曝露と原告らの

小児甲状腺がん罹患との間の因果関係を判断するに際しても、疫学的手法により

得られた科学的知見が最重要視されなければならない。

以下、本書面では、因果関係の疫学的証明について、とりわけ因果関係判断に

関する疫学指標である「原因確率」について論じた上で、具体的に、本件事故に

よる放射性物質への曝露と原告らの小児甲状腺がん罹患との間には因果関係が

認められることについて述べる。

第2 日本における疫学の端緒 (脚気論争)

1 脚気論争

疫学について詳しく述べる前に、疫学に関する理解を助けるために、日本の

疫学にとって有名ないわゆる「脚気論争」を紹介する。

これは、海軍軍医であつた高木兼寛による脚気の原因を探るための疫学調査

と、その後に迅こった論争をいう1。

2 高木兼寛による疫学的調査

脚気は、知覚鈍麻、運動麻痺や浮腫などを症状とする疾患で、重症になると

脚気衝心という心臓発作で死に至ることもある恐ろしい病気であり、江戸時代

I松田誠 。東京慈恵会医大名誉教授の「講演 5:『脚気に勝利したビタミン』―高木兼寛が脚気栄養説

のために用いた研究方法 ―」(httpsi〃 www.tstageo ist.gOo ip/article/vso/86/2/86ゴ J00007

943527たpdf)及び松田誠「脚気論争 一日本最初の医学論争」(https:〃 ir.j ikei.ac.jp/?action=rep

ository action common_download&itenl id=1699&item_no=1&attribute_id=38&file_■ o=1)を参照し

た。
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から多発して明治に入って急増、国民病とまで言われた。当時、ヨーロッパ、

特にドイツでは細菌学が勃興し、ドイツに留学した日本の医学者 (陸軍 。東大

グループ)は、脚気について、病原菌 (脚気菌)による伝染病と考えていた (病

原菌説)。 しかし、厳重な伝染病対策をしても、脚気が予防される兆しは見られ

なかった。

これに対し、海軍軍医の高木は、脚気の予防法、治療法の研究に取り組み (明

治 13(1880)年 )、 兵隊をとりまく環境 (気温、衣類、部署、食事及び生

計など)と脚気の発生 (罹患率)を丹念に観察し、貧しい食事 (炭水化物が多

く、タンパク質が少ない)を摂っている者 (下士卒や囚人)ほど罹患率が高い

こと、遠洋航海において、外国の港に停泊中は (洋食を摂るためか)脚気患者

が減り、航行を始めて通常の米食に戻ると再び患者が増えることなどに気づい

た。

「龍 壊 」という軍艦が、多くの脚気患者を出して航行不能に陥るという事

件があったが (乗組員376人中160人が脚気に罹り、25人が死亡)、 ハワ

イに寄港した際に食料を全部入れ替えたところ、帰航時には脚気患者が一人も

出ないということもあったことから、高木は、従来の米食中心から洋食に変更

し、タンパク質を多くして糖質を少なくすれば脚気は予防できると考えた。

そこで、高木は、「筑波」という軍艦に龍醸と全く同じ航路を航海させ、改善

食を導入して比較実験を行ったところ、乗組員 333人中脚気に罹患したのは

2人、死亡者はなしという成果を挙げた (罹患した 2名はパン食を嫌った者だ

ったという)。 農林水産省のホームページ2に よれば、これは世界初の疫学調査

だったとされている3。

2 httpsi//www.maff.gO.ip/i/meit i150/eiyo/02.htⅢ
l

3も っとも、実際には、これ以前の1854年に、イギリスのジョン・スノーが水道水とこれらの関

係を疫学的に解き明かした研究があり、これが現代疫学の端緒とされる。また、疫学自体はギリシャ

のヒポクラテスまでさかのぼるといわれる。
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3 疫学の無視・否定が多数の被害者を生んだこと

しかし、この栄養欠陥説は、病原菌説によって40年間も黙殺、否定され続

けた (陸軍軍医であつた森林太郎 (鴎外)が栄養欠陥説を激しく攻撃したこと

は有名である)。 海軍は明治17(1884)年 以降兵食を改善して脚気を撲滅

した一方で、陸軍では兵食を改善しなかったためその後も罹患率が高く、陸軍

は、日清戦争において4万 1000人余の脚気患者と4000人 余の死者を出

し、日露戦争において25万人余の患者と2万 8000人 にものぼる死者を出

したのである。

その後、国内外で脚気とビタミンの関係が明らかになるのに押され、大正 1

3(1924)年 に至って、ようやく「脚気は主としてビタミンBの欠乏によ

って起きる」という結論を出した。

本件事故後、福島県において、これほどの小児甲状腺がんの多発が見られる

にもかかわらず、頑なに本件事故による影響はないと主張し続ける専門家は、

この脚気論争をどう見るのであろうか。原告らの目には、彼らの姿が、食事に

よって脚気が生じるメカニズムは分からないとして高木の主張を無視し、存在

しない脚気菌を探し求めた陸軍軍医たちに重なって見える。

第 3

1

因果関係は疫学的方法論によって科学的に認識できるものであること

個別事例の観察からは因果関係を認識できないこと

因果関係 とは 「Aが無ければ Bは起きなかった」、すなわち 「あれ無け

ればこれ無 し」 という関係を指す。

しか し、現実には、この 「あれ無ければこれ無 し」 という事象は検証で

きない。 「A」 という事象は現実には起 こって しまってお り、 「もしAが

無かった ら」 という事象を、時間を巻 き戻 して観察することは不可能だか

らである。観察できるのは、 「A」 と 「B」 だけであり、その間の因果関
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係は客観的に認識できない。これが 18世紀のイギリス経験論の哲学者デ

ィビッド・ヒュームが提起した問題であり、「ヒュームの (因 果律に関す

る)問題」と呼ばれている。

このことは、曝露された後に症状を迅こした個人を目の前にして、どれ

だけ詳細に検討を加えたとしても、その個人を観察しているだけでは、曝

露と症状の因果関係は決して分からないことを意味している。

2 集団的な観察によって、初めて因果関係が認識できること

非特異的疾患 においては、曝露 (A)が あり、その後 に症状 (B)が生

じたという、両方 を揃えている患者であっても、それだけで、その症状

(B)がその曝露 (A)によって生 じたものであるとは言えない。

問題 とする曝露 (A)以外の要因 (例 えばC)に よって、その症状が生

じた可能性があるか らである。その曝露 (A)以外の要因によって発症 し

た確率、すなわち 「あれな くてもこれあ り」の芸_然性を、 100%か ら引

いた残 りの蓋然性 (確率)こ そが 「あれなければこれな し」の蓋然性とな

る。

では、個人を観察 しているだけでは分か り得ない、この 「あれなければ

これな し」の蓋然性は、 どうすれば求めることができるのか。

以下で図を用いて説明する。

8



図 1 曝露のあった人口集団と暴露のなかった人口集団での患者の発生

〇 〇 〇

| 曾

この図のOは発症者を表す。

右の図は、原因に曝露 した 1000人 を、例えば 1年間観察 したところ

計 20人が病気 を発症 したことを表 している。 しか し、 この 20人全員が

原因曝露によって発症 したのかは右の図の 20人 をいくら丁寧 に観察 して

も分か らない。 この 20人は全員が曝露 して しまっているか ら、曝露しな

かった場合にも発症 していたか否かが分か らないか らである。先にも述べ

たように、 「もし曝露がなかった ら」 という事象を、時間を巻き戻 して観

察することはできないのである。

そ こで、曝露 していない人たち 1000人 を同じダ司間だけ観察 したのが

左の図である。左の図は、曝露を受けない人たちの中で 5人が病気 を発症

した ことを表 している。

この情報があってはじめて、曝露 を受けて発症 したのは 20人だが、こ

の 20人の内、曝露がな くても 5人 は発症 していたであろうことが分か

る。そ こか ら、右の図の 20人 の内、もし「曝露が無ければ発症 していな
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かった (真 に曝露に因つて発症 した)」 人が 15人 と推定できるのであ

る。

しか し、右の図の 20人分のOに は区別がない。 20個のOの うち、ど

のOが 15人に属 し、どの○が他の 5人に属するのか○を眺めていても分

か り得ない。

そ こで、 これ を蓋然性 (確率)で定量的に把握するのが疫学 (科学)の

発想である。

真に曝露に因って発症 した人の人数 をX人 とすると、X■ 20と いう簡

単な割 り算で 「あれなければこれな し」の蓋然性 (確率)がわかる。Xが

15人であった と推定されるな らば、右の図の、曝露を受けて病気 を発症

した任意のOが、真に曝露に因つて発症 した者である蓋然性 (確率)は、

15■ 20=0.75、 つまり75%と いうことなる。

このように単純化 したケースではな く、左右の二つの集団の人数が違 う

場合や、観察期間が違 う場合、左右の集団を構成する人たちの属性が違っ

ている場合な どにも、疫学理論 を用いることによって、例えば数ではな く

率で比較するな どの方法で比較 し、蓋然性 を把握することが可能である。

医学を含む現代の自然科学諸分野では、その認識の方法や共通の言語は

蓋然性 (確率)である。疫学的手法では、 「曝露 して発症 した人」、 「曝

露 して発症 しなかった人」、 「曝露 しな くて発症 した人」、 「曝露 しな く

て発症 しなかった人」の 4通 りを 2× 2表にして、蓋然性 (確率)を計算

することが基本 となっている (表 1か照)。

このよ うに集団を観察 し、比較することによ り、因果関係 を認識可能に

する基礎的な科学方法論が疫学であ り、健康被害をめぐる因果関係の有無

を科学的に明 らかにする方法 として確立されたものである。
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第4 各種の疫学研究のデザインと因果関係の指標

1 各種の疫学研究のデザイン

(1)代表的な研究デザイン

特定の曝露要因と疾病との関連を疫学的に調査するという場合に、採用しうる

研究方法は複数存在する。これらの研究方法を「研究デザイン」(study design)

と呼び、事案に応じて使い分けられている。

代表的な研究デザインには、次のようなものがある。

① 症例対照研究他ase―control stud切

② 前向きコホート研究伸rospective cohort stud〕

③ 後ろ向きコホート研究 (retrospective cohort study)

④ コホート内症例対照研究伍ested case― control stud切

⑤ 横断研究化ross―sectional stud〕

⑥ 地域相関研究 (ecological stud〕

疫学においては、これら、各種の研究デザインとそこから各種の因果関係の指

標を得る方法、観察された指標が真の影響の程度を示しているかどうか、つまり、

関連性があるとされた場合に、その関連性が因果関係とは関係のない理由 (誤差)

によるものでないか、すなわち偶然誤差やバイアスの予防や事後的解釈の方法な

どが体系的に確立している。

(2)コ ホート研究とリスク比・発生率比

疫学においては、曝露群と非曝露群のそれぞれの症状の出方を比較して因

果関係を明らかにするという説明を文字通りおこなう調査研究をコホート研

究という。。4コ ホ_卜 は、古代ローマの軍隊における数百人程度の兵員単位

を表す言葉である。コホート研究は、特定の要因に曝露した集団と曝露して

4コ
ホ_卜研究の代表例として、原爆被爆者の健康に放射線が及ぼす影響を中心に研究を行う日米共

同研究機関である放射線影響研究所が行う研究 (原爆被爆者寿命調査 (LSrLife Span Stud〕 )を挙

げることができる。
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いない集団 (こ の各集団をコホー トと呼ぶ)を一定期間追跡し、研究対象と

なる疾病の発生率を比較することで、要因と疾病発生の関連を調べる研究手

法である。コホー ト研究によリリスクやリスク比、発生率や発生率比という

指標を得ることができる。

表 1 リスク比の 2× 2表

曝露群

(大量喫煙 )

非曝露群

(非喫煙 )

発症あり

(肺がん)

a入

(18人 )

b人

(2人 )

発症なし c人

(182人 )

d人

(198人 )

合  計 a+c人

(200人 )

b tt d人

(200人 )

まだ発症していないけれども発症する可能性のある人 (リ スク保有集団

population at risk)5の 中で一定の期間に発症した人数を、観察し始めた

段階における各コホー ト全体の人数で割ったものをリスクという。上の表 1

では、

曝露群のリスク = a/(a+c)

非曝露群のリスク= b/(b+d)

リスク比 = (a/(a+c)}/(b/(b tt d)}

= a(b+d)/b(attC)

5例
えば、子宮頚部がんの頻度を測定する場合には、男性や子宮除去手術を受けて子宮頸部を持たな

い人は 「発症する可能性のある人」ではないので測定対象に含めない。
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となる。

曝露群で非曝露群に比べて何倍症状が多発するかを「相対危険度

(relative risk;RR)」 という。リスク比は相対危険度の一つである。

リスク比>1な ら、曝露が発症を増やす方向で影響していることになる。

架空の肺がんの例で言えば、

曝露群の リスク =

非曝露群の リスク=

リスク比     =

18//200  =

2//′ 200  =

9% / 1%

9

9%

1%

となる。

このリスク比は、大量喫煙の習慣のある人は、喫煙習慣の無い人に比べ

て、 リスク比倍 (9倍)肺がんが多発 した ことを意味する。

発症数を、観察開始時の人数ではな く、延べ観察時間 (各調査対象者が観

察された延べ時間の和、人年や人時間と表す)と の関係で捉えると以下の表

になる6。

表 2 延べ観察時間が分かる場合の 2× 2表

曝露群 非曝露群

発症あり a人 b人

延べ観察時間 PYl人年 PYO人年

この場合 に得 られ る指標 を発生率 (incident rate:IR)と いい、曝露群

61000人
を 5年観察しても、500人 を 10年観察しても 5000人年である。
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の発生率を非曝露群の発生率で割った指標 を発生率比 (incident rate

ratio I IRR)と いう。

曝露群の発生率 =a/PYl

非曝露群の発生率=b/PY0

発生率比 (IRR)=(a/PYl)/(b/PYO)

リスクが、ある時間に発症する割合であるのに対 して、発生率は、いわ

ば単位人時間当た りに発症する速度 を表す 7。

発生率比も相対危険度の一つであ り、発生率比>1な ら曝露が発症を増

やす方向で影響 していることになる。

このように発症 に対する曝露の影響 を延べ観察時間との関係で捉えよう

とするのは理念的には正当である。 しか し、そのためには発症時期 を正確

に捉えなければな らない。ところが、実際に病気の発症時期、例えば、が

んが発症 した瞬間を正確に測定するのは紅めて困難である。そのためコホ

ー ト研究で発生率 を計算する場合には、がんの発症時でな く診断時や死亡

時までの時間で代用 して延べ観察時間を計算することが多い。

また、そ もそ もコホー ト研究では、時間・労力・費用の面の問題が しば

しば生ずる。特 に慢性疾患、低頻度の疾患ではコホー ト研究を行 うのが非

現実的なことも多い。

そ こで、現在の発病状態 と過去の曝露に関するデータを利用 して、より

効率的に因果関係 を調べようと、別の調査研究のや り方が工夫されてお

り、代表的なものに、症例対照研究や横断研究がある。現代疫学理論によ

り、症例対照研究や横断研究によって得 られるオッズ比をもって発生率を

理論的に推定す ることができるとされている。

7な
お、現代疫学では「リスク」と「発生率 (罹患率とも言う)」 の用語を意識的に使い分けている

が、古くは今で言う「リスク」を「発生率」や 「罹患率」と呼んだこともあった。
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(3)症例対照研究 とオッズ比

症例対照研究は,有症者群 と無症者群それぞれの過去の曝露を観察 して

比較する手法である。有症者 を「症例」や 「ケース」,無症者 を 「対照」

や 「コン トロール」 と呼ぶ。

症例対照研究は、例えば、低脂肪乳を飲んだことが原因と疑われる食中毒事

件の場合、食中毒の症状を迅こした人 (有症者)を 「症例」とし、症状を起 こ

さなかった人を「対照」として、表 3の ような 「2× 2表」を作成する。この

場合、症例群として何人の集団を集め、対照群として何人の集団を集めるか (症

例と対照のそれぞれの合計人数)は、研究者が設定する人数に過ぎない。それ

故、この 2× 2表において、曝露ありの中で何人に症状があるかは意味を持た

ない。そのため、症例対照研究では,曝露の有無によるリスク比等を直接算出

することはできない。

表 3 症例対照研究の 2× 2表

曝露あり

(低脂肪乳飲んだ)

曝露なし

(飲んでいない)

合 計

症例

(有症者群 )

a人

(18人 )

b人

(2人 )

attb人

(20人 )

対照

(熙症者群 )

c人

(182人 )

d人

(198人 )

c+d人

(380人 )

しか し、その代わ りに有症者群・無症者群それぞれにおける曝露オッズ

(曝露があった見込み)を 出す ことができる。オッズとは,あ る事象が起
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きる確率Pの ,その事象が起きない確率 (1-P)イこ対する比のことであ

る。

症例対照研究での曝露オッズ比は疾病の発症率が低い場合 (rarc disease

assumption)に はコホー ト研究の発生率比の推定値になることが知 られて

いる。

有症者群の曝露オッズ=a/b

無症者群の曝露オッズ=c/d

曝露オッズ比=(a/b)/(c/d)=ad/bc

となる。

架空の低脂肪乳の例 (2× 2表に入れた数字)で言えば、

有症者群の曝露オッズ=18/2=9

無症者群の曝露オッズ=182/198=91/99

曝露オッズ比=9/(91/99)=891/91=9.79

となる。

このオッズ比は、低脂肪乳を飲 まない人たちに比べて、低脂肪乳を飲ん

だ人に、オッズ比倍 (9,79倍)だけ食 中毒が多発 したことを意味する。

オッズ比が、ad/bcと いう式で表され ることに注 目されたい。 もし、そ

の要因への曝露が症状の原因となっているのであれば、症例対照研究の 2

× 2表 を作成 した場合 に、a(曝露あ りで症状あ り)や d(曝露な しで症状

なし)のカテゴリーに、 b(曝露な しで症状あ り)や c(曝露あ りで症状

なし)よ りも多 くの例数が集まることが期待できる。それ故、オッズ比 (a

d/bc)が高い数値 を示す場合には、要因への曝露と疾病 との間に関連性が

あることが示唆されるのである。

こうして、オッズ比の意味は、相対危瞼度の持つ意味と同じように考え

ることができる。つま り要因への曝露 と疾病 との間に関連が無ければ 1と

な り、その要因への曝露が疾病の増加 と関連があればオッズ比は 1よ り大
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きくなり、オッズ比が高ければ高いほど、関連が強いことになる。また、

その要因への曝露が疾病の減少 (予 防効果)と 関連があれば 1よ り小さく

なる。

2 偶然誤差とバイアス

疫学研究によ り得 られた各種指標については、誤差の影響が生じていな

いかを検討する必要がある。

誤差には、疫学研究が、対象 とする母集団全体 を調査するのではな く、

標本を抽出してお こなわれるものであること (標本抽出変動)か ら生 じる

偶然による誤差 と系統的誤差 (バ イアス)がある。

このうち、バイアスには選択バイアス 8、

情報バイアス 9、

交絡バイアスが

存在することがその原因とともに理論的に明 らかにされている。

疫学研究では、 これ らの誤差の影響が生 じていないか、生じているとし

たらどの方向にどの程度生 じているかを考察 し、信頼性や妥当性を検討す

るのであり、交絡その他のバイアスの影響を正 しく評価 しているか、研究

の限界を考慮 した上で、最低限言える結論はどういうことなのかが評価 さ

れている。

バイアスは、それがあるからといって調査研究の価値が直ちに否定されるも

のではなく、それを適正に分析評価することこそが重要である。

交絡バイアスが問題 となる例の一つ として 「年齢」の影響がある。一般

8選
択バイアスの具体例として、よく知られる例にヘルシーワーカーエフェクト (healthy worker

effect)が ある。これは、例えば、特定の職業や職場環境によるリスクを測ろうとして、事業所に勤

務している労働者を対象にして調査すると、病気によってすでに退職した人や休業している人が含ま

れないため、一般人全体よりも健康であるという結果が出てしまうことを問題とするものである。
9情

報バイアスの具体例として、よく知られる例にリコールバイアス (recaH bias)が ある。これ

は、例えば、薬剤内服と先天性心疾患の関連を検討する症例対照研究において、心疾患に罹患した児

を産んだ母親は一生懸命思い出そうとするのに対し、対照群の母親はあまり思い出そうとしないとい

う状況があれば、結果の過大評価につながることを問題とするものである。
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に、年齢はがんの罹患 リスクを高める要因であるとされているか ら、ある

問題 とする要因 (例 えば放射線)に曝露 した群 と曝露 していない群 とを比

較する際に、両集団の間で年齢構成に大きな違いがあれば、 「年齢」 とい

う隠れた要因の影響によ り、要因の影響に対 して過大評価や過小評価が生

じる危険がある。例えば、非曝露群の年齢構成が曝露群よ りも著 しく高齢

化 していれば、その年齢構成の違いによるがん リスクの差が、放射線の影

響 を打ち消 して しまって、過小評価 となることがあ りうる。

そ こで、 このようなバイアスの影響を排除するために、年齢調整 という

バイアスの影響を制御す る手法が開発され、活用されているのである。

3 相対危険度と原因確率

(1)相 対危険度 とは

既に述べた通 り、曝露群で非曝露群に比べて何倍症状が多発するかを

「相対危険度 (relative risk;RR)」 という。コホー ト研究のリスク比や

発生率比は相対危険度の一つである。また、発生率比は、症例対照研究の

曝露オッズ比や横断研究の有病割合オッズ比か ら推定できる。

この相対危険度 =1な ら曝露が発症に影響 を与えないことを意味する。

相対危険度>1な ら曝露が発症を増やす方向で影響 していることを意味す

る。相対危険度<1な ら曝露が発症を減 らす方向で影響 していることを意

味する。

(2)原因確率とは

曝露群の中にあ り、かつ疾病に罹患 しているとしても、その症状が曝露

によって生じたかは、必ず しも明 らかではない。そのような曝露群の症例

の中には仮に曝露 しな くても疾病に罹患 したであろう者が混入 している可

能性があるか らである。

そ こで、曝露群の症例の中か ら、非曝露群での発症確率の分だけを差 し
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引くことで、当該曝露による増加分 を把握することができる。当該曝露の

有無という条件の違いによ り、曝露があった場合に増えている発症分は、

曝露によってもた らされたものと推認できるのである。

曝露されていて疾病 に罹患 している集団の中で、曝露によってもた らさ

れたものと推認できる増加分がどれ位の割合を占めているかを示す指標が

「原因確率」
10で ある (「曝露群寄与危険度割合」や 「寄与分画」等 とも言

われる)。

これを概念図にすると以下のようになる。

曝露群でも非曝露群でも、グレーの曝露によ らない罹患は同様に生 じる

と考えられる。曝露によって生 じた症状は、曝露群の罹患のうち、グレー

の部分を除いた残部 (増加分)と 考えられる。 この、曝露群の中の白い郡

分 を、寄与危険度 といい、曝露群 を分母 とした、曝露群寄与危険度割合が

原因確率である。

曝露ほ 1贅

る

僣患率

育与危険度

a畢露に .士

らない

曝露群 夢:熙酵冨母君子

曝露霧寄与危険度言;合 (― 原墨確率 (の Tttr謹〕)

10リ
スク差に基づく原因確率=(RR-1)■ RRの算出につき、曝露がなくても発症した場合であって

も、曝露により発症までの時間が短くなった症例については、その曝露が原因となったと評価すべき

との指摘がある。このような場合などを考慮して、厳密に、教科書的には、この原因確率算出の式

は、「真の原因確率の下界値 lower boundを推定する」と書かれることがある。このような議論も背

景に、疫学の世界で、 (RR-1)■ RRには 「曝露群寄与危険度割合」や 「寄与分画」など様々な用語が

当てられている状況にあるが、本書面では、この下界値を推定する式で表される指標を「原因確率」

と呼称する。
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原因確率は、下記の式で計算できる。

相対危険度 -1

相対危険度

曝露群寄与危険度割合 (原 因確率)は、曝露群 におけるリスクで、曝露

群 と非曝露群のリスク差 を割 った値 となる。曝露群の リスクをRI、 非曝露

群のリスクをROと すると、原因確率=(RI―RO)/Rlで ある。

ここで分子 と分母の両方 を同じROで割ると、分子 は (RI―RO)/RO=R1/

RO-1。 分母はR1/ROと なる。 ここで、R1/ROと いうのは、リスク比そのもの

(相 対危険度 ;RRlな ので、分母はRR-1に 、分子 はRRになる。すなわち、曝

露群寄与危険度割合 (原 因確率)=(RR-1)/RRと なる。

この計算式を見ればわかるように、曝露が疾病に有害影響を与える場

合、相対危 [父 度 と原因確率は、一方が決まると他方が決まる 1対 1の対応

の関係にある。つま り、相対危険度と原因確率 とは同じことを別の角度か

ら表現 しているに過ぎない。例えば 「相対危険度が 2以上の場合」 とは

「原因確率が 50%以 上の場合」であり ((2-1)/2=0.5)、 「相対危【父

度が 5以上の場合」 とは 「原因確率が 80%以 上の場合」 と同じ意味であ

る ((5-1)/5=0.8)。

原因確率=0の とき、すなわち相対危険度 =1の とき、曝露群の発症割

合 と非曝露群の発症割合が等 しく、その曝露が発症 に対 して影響を持たな

いことになる。

原因確率>0の とき、すなわち相対危険度>1の とき、その曝露は発症

を増やす方向で影響することになる。つまり、結果 としての 「発症」が病

気の発症だとすれば、その曝露が健康に悪影響 を及 ぼしていることにな

る。

原因確率は、曝露されていて疾病に罹患 している個別症例が当該曝露に
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よって生じた蓋然性 (「 あれ無ければこれ無し」の蓋然性)を も示してい

る。曝露群の中には、色々な要因から疾病を生じた者が含まれるが、この

原因確率は当該曝露の影響分を抽出して定量化した指標である。当該曝露

以外の他の要因のみによる発症部分は確率の残りの部分にまとめられてい

る。確率の形で表現しているので、曝露と疾患との因果関係の推論に有用

である。

4 「原因確率」は因果関係判断において重視されるべき指標であること

(1)原因確率は、科学的な因果関係判断の指標であること

前記のとおり、曝露の有無や疾病罹患の有無は、いずれも観察することが

可能であるが、曝露と疾病罹患との間の因果関係の有無を直接観察すること

はできない。

そこで、因果関係の有無については、曝露されていて疾病に罹忠している

集団 (こ れはいずれも観察可能である)の 中で、曝露により疾病に罹患した患

者 (曝露による増加分)が、どのくらいの割合を占めているかを定量的な確率

等で示すことで、その有無を評価するという手法が採られる。

「原因確率」や「曝露群寄与危[父 度割合」という指標は、このような因果関

係の有無を知るための科学的な指標である。

科学とは、観察可能な経験から帰納法的に理論や法則を発見し概念化する

営みである。はじめは単なる直感や思いつきかもしれない概念 (仮説)は、観

察結果により検証されて一般法則と認められることになる。データこそが科

学的であるための根拠であり、帰納法的推論が正しくあるためには、データ

(datumの複数形)が複数、しかも多数でなければならない。

これが科学的方法論である。科学論文は必ずデータに基づいて書かれるも

のであり、科学論争はデータの裏付けによって勝敗が決まる。

原因確率は観察されたデータに基づき 2× 2表を作成することで導かれ、
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0か ら 100%ま での値 をとる。個別症例について当該要因に曝露されたあ

る症例が、曝露による (増加分の)症例であるか、それ とも曝露がなくて も生

じたであろう症例であるかについては、集団的な観察で求めた原因確率か ら

評価 し、判断することとなる。当該要因に曝露されたある症例が、当該曝露に

よって生じた症例であることの蓋然性 (「 あれなければ これな し」の蓋然性 )

が、原因確率によって示されるのである。

本件では、個別の患者 に生 じた小児甲状腺がんの罹患が、本件事故 によ り

放出された放射性物質に曝露 した ことによって生 じたものであることの蓋然

性が、原因確率によって示される。

(2)米国の民事訴訟において、因果関係を判断する指標 となっていること

アメリカ合衆国では、公害や薬害などの有毒物質による大規模不法行為訴訟

(mas toxic tort)の領域において、「リスク倍増論」が採用されている。リスク

倍増論とは、作用因子が個人の疾患の原因となる確率又は可能性を疫学的知見の

相対危険度をもとに算出し、相対危【父度が 2を超えるならば、個人の疾患罹患が

その作用因子を原因とする確率も50%を超えることとなり、優越的蓋然性が認

められ、個別的因果関係も肯定できるとする考え方である11。

連邦最高裁が ドーバー ト判決 (Daubert v Merrell Dow Pharmaceuticals,Inc.,

43R3d1311(1995))に より採用 し、以後、判例に定着 している。

米国連邦最高裁判所に属する連邦司法センター (Federal Judicial Center)出

版の、現役裁判官向けの科学的証拠に関するマニュアル (甲全第 120号 証、

「Reference ⅣIanual on Scientinc Evidence」 Third Edition 2011)イ こイよ、「疫

学は個別の因果関係においてどのような役割を果たすのか ?」 とする、裁判での

11ア
メリカ合衆国では、民事訴訟において証明有りとされるために要求される証明度について

証拠の優越 (more likely than not)、 すなわち 50%を超える程度とする考えが有力である。相

対危険度が 2を超えるという基準はこれに沿うものと言える。
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因果関係認定における疫学の役割に関する、以下のような記述がある。

「いくつかの米国の裁判法廷では、曝露群における疾病の頻度が、非曝露

群における疾病の発生頻度の2倍を超えることを基礎づける疫学的研究

論文がある場合には (いわゆる2を超える相対危険度の場合)、 その曝露が

同じ状況にある個人の疾病の原因である確率も50%を超えると判断し

てきた。

したがって、これらの法廷では、曝露群における発生頻度が非曝露群に

おける発生頻度の 2倍を超えるという疫学的証拠がある場合には、その証

拠は陪審に、具体的な因果関係に関する証拠であるとして原告の提出の責

任を十分に満たすと判断することになる。

そのような場合には、陪審は、その物質によって、その原告の疾病が引

き起こされたことについて、『より確からしい真実 (mOrelikely tme han

not true)』 があるとして事実認定することになるであろう。このようにし

て、裁判所は、 2倍のリスクという論理を基礎として具体的な因果関係に

関する専門家証言を許容して来たのである。」 (同マニュアル612ページ)

このように、米国の裁判実務においては、「曝露群における疾病の頻度が、非曝

露群における疾病の発生頻度の 2倍 (原因確率 50%)を 超えることを基礎づけ

る疫学的証拠がある場合」として、原因確率 50%を 超えることが個人の疾病と

曝露との間の因果関係を認定するにあたっての一つの基準となっている。しかし、

この点は、証拠の優越を問題とする米国と、日本での民事訴訟における因果関係

判定ルール (高度の蓋然性)との違いを考慮に入れて評価する必要がある。

但し、少なくとも、米国では、司法判断において尊重すべき科学的根拠として、

原因確率 (寄与危険度割合 attributable fraction)と いう考え方が、因果関係を示

す重要な指標として用いられていることに重要な意味がある。
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(3)医学分野でも疫学的方法に基づくエビデンスの重視が常態化 していること

今 日の医療は、EBM(Evidence― Based Medicine:科 学的根拠に基づ く医

学)に依拠 している。

これはまさに、疫学的手法 に基づいて推定された指標 に基づき、 目の前の

患者個人に対する医療をすることに他な らない。

EBMが 浸透 した今 日において、 “疫学研究は複数 (多数)の 人を研究対象

にして行 う研究であるために集団の因果関係を求めるのが 目的であって、個

別の因果関係 を求める方法は疫学以外にある"な どと考えている医療関係者

はいない。

発がん物質 とがんの因果関係 を検討 し人体における発がん物質の分類 を行

っている国際がん研究機関 (IARC)も 、人に関す る証拠 (疫学的証拠)を

最重要証拠 と位置づけている。すなわち、動物実験 における証拠の程度が、全

くなかろうが、限られていよ うが、疫学研究による証拠 さえ十分にあれば、人

における発がん物質 (グループ 1)と して分類され、個々人へのがんに関す る

指導 (例 えば、禁煙指導な ど)に応用されているのである。

予防だけでな く、臨床治療の場面でも、臨床系の各学会か ら多数出され る

原因確率等 に依拠 した定量的な数字を読み取った医学的根拠 (evidence)が

診療ガイ ドラインとな り、個々の患者に対 して直接使われているのである。

第 5 過去の国内の公害裁判等における因果関係の疫学的証明

1 有害物質による集団的な健康被害については、疫学を用いた因果関係の判

断がなされてきたこと

(1)公害訴訟をはじめとする、集団的な健康被害が問題 となる不法行為訴訟に

おいては、これまでも被告が排出した有害物質の曝露と被害との事実的因果

関係を証明する手法として疫学が用いられてきた。

(2)1990年 代までの大気汚染公害訴訟においては、各々の訴訟までに集積
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され、証拠 として提出された疫学的知見に基づいて、当該大気汚染地域にお

ける有害な汚染物質の濃度 と住民らの呼口及器系疾患の有症率の相関関係を考

察 して、汚染物質と疾患 との統計的関連性を認めることを通じて、個別的な

因果関係が認定されてきた。川崎第 2～ 4次訴訟判決は、疫学的知見につい

て、 「疫学的因果関係の判定基準を満たしているような場合には訴訟上の因

果関係を証明する紅めて重要な資料の一つである」 と評価 している (横浜地

川崎支判平 10'8・ 15判例時報 1658号 3頁 )。

疫学調査には、専門的な知識や技術が必要であることに加えて、莫大な費

用 と時間を要するものであるために、訴訟のために調査を実施することは容

易ではない。訴訟の時点で実施されている行政や大学などによる研究成果に

依存するほかはなく、その調査の精度は、その調査が実施された当時の科学

的知見や技術の水準に左右される。判例においては、西淀川 2～ 4次訴訟判

決 (大阪地判平 7・ 7・ 5判例時報 1538号 17頁)がいうように、このような制約を

考慮 して、疫学証拠について、当時の科学水準に照 らして合理的な方法でな

されたものであれば証拠価値 を認めてきたものといえる。

(3)2000年 以降の大気汚染公害裁判では、裁判所は、原告側が囚果関係を

証明するために提出した、千葉大学医学部の研究室による、自動車排ガスと

呼吸器系疾患との関連性を数量的に解明する疫学調査 (以下に「千葉大調査」

という。)を、従来の調査資料よりも重視 して、因果関係を認定する傾向がみ

られるようになった。

千葉大調査は、自動車交通量の増加に伴う幹線道路沿道部の大気汚染が住

民の健康に与える影響を評価することを目的として、医学部の研究室によっ

て実施されたものである。対象集団の曝露条件を類型化 し、東京訴訟判決が

いうように、対象者について追跡調査を行 うことによって疾患の新規発症率

を正確に把握するなどして、従来の調査よりも科学的に信頼性の高い調査方

法によって、疾患が発症する原因確率を数量化 したものである。尼崎判決 (神
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戸地判平 12・ 1・ 31判例時報 1726号 20頁)は、千葉大調査の規模について、沿

道部の対象者の確保について、「調査に要する費用、労力」を考慮して、現時

点で望み得る規模として十分であり、解析結果の信頼性を否定するものでは

ない、と判断した。

2000年 代以降の判決は、 このように千葉大調査を科学的信頼性の高い

ものと評価 して、疫学によって、因果関係を認定 している。気管支喘息の発症

または増悪について、非汚染地域に居住する住民に対する、自動車排ガスヘ

の曝露の相対危険度が 4倍を上回る、すなわち、原因確率が 75%を 上回る

汚染地域に居住する原告について、東京訴訟判決 (東京地判平 14・ 10・ 29判例

時報 1885号 23頁)は、自動車排ガスヘの曝露との因果関係が存在する高度の

蓋然性を事実上推定 し、尼崎訴訟判決及び名古屋南部訴訟判決 (名古屋地判

平 12■ 1,27判例時報 1746号 3頁)は、自動車排ガスヘの曝露との因果関係が存

在する高度の蓋然性があるものと判断した。

(4)薬害や化学工場での労災の事案は、水質汚濁や大気汚染による公害と同様

に、被告に由来する有毒物質に曝露することによる集団的な健康被害である。

大量の集団的被害が発生 した代表的な事案はスモン薬害訴訟とクロム労災訴

訟だが、公害と同様に、疫学的手法によって因果関係が認められている。東京

スモン訴訟第一審判決 (東京地判昭 53・ 8・ 3判例時報昭 53年 10月 25日 臨時

増刊号)は、キノホルムとスモン症との高度の相関関係を認定 し、日本化エク

ロム労災訴訟第一審判決は、工場労働者のクロム塩への曝露と肺がんまたは

上気道がんとの因果関係を高度の蓋然性をもって認めている。

2 判例の到達点

判例は、公害を中心に、薬害、労災という、有毒物質による集団的な疾患の発

症による健康被害の事案において、当該物質が疾患を発症させるメカニズムが

医学的に解明されていない場合でも、疫学を用いて因果関係を認定することを
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認めてきた。

気管支喘息のように、喫煙やアレルギー体質など、汚染物質以外の原因によ

っても発症 しうることは、疫学的手法においては原因確率の問題にすぎない。一

定の濃度の当該物質に曝露されることによって当該疾患を発症する原因確率に

ついて、集団的な統計調査によって数量的に判断して、当該物質と疾患との因果

関係 を推定できる。このような統計調査を実施するには、多大な費用、労力、時

間を要するものであり、証拠 として提出する資料は、訴訟時に既存の資料で科学

的信頼性の高いものによることになる。

大気汚染訴訟では、千葉大調査の都市郡沿道部における自動車排ガスと気管

支喘息の発症率が田園部の発症率 と比較 して 4倍であるように、高度の蓋然性

に近似する原因確率があれば集団的因果関係が肯定されて、 自動車排ガスヘの

曝露状況が都市部沿道部の地域に匹敵する地域の集団を構成する個々の患者に

ついて、因果関係が肯定されている。

このように、有毒物質による集団的な疾患の発症による健康被害の事案にお

いては、疫学を用いて因果関係を認定することが裁判例 として定着 している。

第 6 因果関係の疫学的証明に関する学説

疫学的研究により得られた相対危険度や原因確率などの指標から因果関係を推

認するにあたってのルールについては、裁判官や法学者 らもこれを肯定する立場

からの論文を書いている。

以下に紹介するように、疫学的指標が高い値を示す場合には疫学的証明を認め

る考え方が有力である。

1 河村浩 (判事、公害等調整委員会事務局審査官 (当 時))

(1)「疫学的証明」と「疫学的手法」

河村は,法的因果関係証明への疫学利用の手法について、判例タイムズに連載
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した,「公害環境紛争処理の理論と実務」という論文の第四の二の 4の (1)「疫

学的証明と疫学的手法」(甲全第 119号 証・判例タイムズNo.1242・ 52

頁)において以下のように整理した。

河村は,まず、疫学の利用の仕方を,次のように,「疫学的証明」 (ア )と 「疫

学的手法」 (イ )の 2つ に整理している。

疫学の知見を利用 した統計的証明 (広義の疫学的因果関係論)には ,

(ア )、 疫学的因果関係という集団レベルの因果関係を 1つの経験則 (「 ある要

因に暴露 した集団に結果が発生したならば,(一定の確率 (50パーセント以上)

で)あ る要因への曝露が原因である」という経験則)と考え,その集団に個人が

属 しているという間接事実 (その個人に当該結果が発生し,かつ,その個人は ,

ある要因に暴露したこと)に ,上記経験則を適用して,個人レベルの因果関係と

いう要件事実 (その個人にある結果が発生したのは,その要因への暴露が原因で

あること)を事実上推定 (推認)する証明の手法を指す場合 (狭義の疫学的因果

関係論)と ,

(イ )、 疫学的調査による疫学的事実 (疫学的法則上の事実)を 1つ の間接事実

(証拠)と して個別的因果関係を総合認定する証明の手法を指す場合とがある。

そ して,(イ )は ,「曝露 (症例)群と非曝露 (対照)群の統計的有意差が実証

されないか (記述疫学のレベルにとどまる場合),あ るいは,小 さい場合,総合認

定における一問接事実 (証拠)と して用いられるにとどまるものであるが」,(ア )

「疫学的証明」は,「曝露 (症例)群と非曝露 (対照)群の統計的有意差が認めら

れ,相対危険度 (寄与危険割合)が大きい場合に用いられることになる。」とす

る。

端的に言えば ,

(ア )疫学的証明

自然的因果関係に関する疫学的指標 (相対危険度や原因確率など)が高い

場合に,疫学的因果関係を確度の高い経験則として利用 して法的因果関係を
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推定する手法

(イ )疫学的手法

自然的因果関係に関する疫学的指標 (本目対危険度や原因確率など)が高く

ない場合に,疫学的知見を法的因果関係の総合判断の一考慮要素として利用

する手法

と整理できる。

(2)疫学的証明における因果関係推認のルール

その上で,河村は,相対危険度や原因確率から,因果関係を推認するルールを

類型化 している (第四の二の 4(3)・ 54～ 56頁 )。

特に,疫学的証明に関して,相対危険度が 5倍超の場合と 2倍超の場合につい

て,次のように述べている。

ア 相対危険度が 5倍 (寄与危険割合が 80パーセント)超の場合

相対危険度が 5倍を超えると,相対危険度による推定の確率が証明度であ

る 80パーセントを超えることになる。この場合,被告の行為が原因として

寄与 している確率が高く,逆に,択一的な他因子が存在 しない (あ るいは ,

競合的な他因子の影響が少ない)こ とを相対的に証明できているといえるか

ら,被告の行為の原因性につき,高度の蓋然性=証明度 80パーセントを超

える心証 (事後確率)が形成され,表見証明ないし一応の推定を認めてもよ

いことになる。

もっとも,その相対危【父度は,代表的な交絡因子等を補正 した上での推定

値であることが望ましいことはいうまでもないが,5倍を超えるような大き

な相対危険度が観察された場合には,すべてが交絡因子等の影響によるもの

とは考えにくく,また,当事者間の立証負担の公平をも併せ考慮すると,交

絡因子等の補正がなされていないからといって,信頼に値しない疫学的デー

タであるとすべきではなく,粗分析の結果,得 られた疫学的データをもとに

算出された相対危険度をもって,表見証明ないし一応の推定を認めるべきで
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ある。そうすると,他因子による交絡等を主張する者が,そのような疫学的

証拠を提出し,具体的な推定値の変動を立証すべきであろう。

上記の表見証明ないし一応の推定が認められる場合,相手方 (被告)は ,

①専ら択一的な他因子によることを疑わしめる事実で反証するか (例 えば,

イタイイタイ病のような特異性疾患において,原因はビタミンDの欠乏のみ

であると主張して,カ ドミウムが原因であることを争うことなど),②上記

のとおり,競合的な他因子 (推定値を過大評価する交絡因子や負の修飾因子)

の存在により,被告の行為を原因とした場合の結果に対する寄与の確率が低

くなることを具体的に示して反証するかしなければ,個別的因果関係が高度

の蓋然性をもって推認されることになる。

イ 相対危険度が 2倍 (寄与危険割合が 50パーセント)以上 5倍未満の場合

寄与危険割合が,50パーセント以上であれば,証明度 80パーセント以

下の場合でも,疫学的経験則による「事実上の推定」を認めてもよい。ただ,

この場合,相対危【父度による推定の確率が,証明度 80パーセント以下であ

り,高度の蓋然性=80パーセントを超える心証が形成されないので,原告

は,上記証明に加えて相対危険度が 1よ り大きくなる他の事象,すなわち,

①択一的な他因子の不存在や,②競合的な他因子 (推定値を過小評価する交

絡因子や正の修飾因子)の存在により,原因因子の結果に対する確率が高ま

ることの,いずれかを立証しなければ,個別的因果関係が高度の蓋然性をも

って推認されないことになる。

このように,河村は,相対危F父度が 5倍超の場合には,高度の蓋然性=証明度

80パーセントを超える心証 (事後確率)が形成されたとして表見証明ないし一

応の推定を認め,相対危険度が 2倍超の場合には,プラスαの立証抜きには高度

の蓋然性=80パーセントを超える心証が形成されないとしている。

河村は,民事裁判における疫学的証明を認め,疫学的証明が高度の蓋然性を超

えるラインに関して,粗分析の結果として相対危険度が 5倍 (=原因確率が80
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パーセント)あれば十分としているのである。

2 瀬川信久教授 (北海道大学・早稲田大学名誉教授)

瀬川信久教授は、「裁判例における因果関係の疫学的証明」(甲全第 121号証)

において、まず,「第一に,相対危険度ないし有病率増加分による推認は,データ

の不足などからおよその目算になるとしても,個別的因果関係を認定するときの

大枠として重要な役割を果たす。この推認にとって基準になるのは,…相対的危

[父度ないし汚染によって有病率が増加した割合である。」とする。

ここで「汚染によって有病率が増加した割合」とは,すなわち原因確率である。

そして,「第二に,こ の推論は,集団が被告の排出因子に曝露されていること

と,当該患者がその集団に属していることのみに基づいて,集団的因果関係から

個別的因果関係を推認する。」とする。

そして,相対危険度による推認が 70～ 80パーセントの証明度を超えるとき

は,個別的因果関係を推定し (一応の推定),それ以下でも50パーセントを超

えるときには事実上の推定を認めるべきである、ただし,個別的因果関係は事実

上推定されるに過ぎないから,反証の可能性が残るとする。

瀬川は,疫学的証明を認め,疫学的証明のラインを原因確率 70～ 80パーセ

ントとしているのである。

3 吉村良―教授 (立命館大学)

吉村良一教授は、「疫学と損害賠償訴訟における因果Fttl係 の証明一大気汚染公害

訴訟を中心に一」 (甲全第 122号証)において、以下のように述べている。

まず、疫学による因果関係解明について、「疫学においては、複数例を観察し

て、その結果をデータ化して、因果関係に関する一般法則が導き出される。多人

数のデータを集めるのは、そうしないと、ある要因と疾病の因果関係が解明でき

ないからであり、疫学は、集団レベルでの因果関係の解明のみを目的とするもの
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ではない。」とする。

そ して、「疫学は人体の健康に影響を及ぼす原因を定量的に明らかにするもの

であり、その基本は、曝露のあった集団となかった集団の患者の発生率の比較か

ら導かれる相対危険度であって、因果関係は原因確率において量的に表現される。

原因確率が極めて高い場合、当該疾病は、いわば「特異性疾患」とも言えるので、

その場合は、当該疾患に罹患していることから、直ちに、当該要因への曝露を認

定できる。

原因確率は 0か ら100%ま での連続 した値をとるので、そのどこで線を引く

かは、疫学知見を利用する目的により独 自に判断される。民事訴訟においても、

どこで線を引くのが適切妥当かが問題となるが、それは、疫学ではなく、法律学

が判断すべきことがら (疫学によって明らかにされた因果関係に関する一般法則

の訴訟への適用の仕方の問題)である。」とし、疫学調査・研究による知見の民事

損害賠償訴訟への 「適用」の仕方について、以下のように述べる。

(1)考慮すべき点

疫学的因果関係を民事損害賠償訴訟に適用するにあたっては、次の各点を考慮

すべきである。

ア 損害賠償の目的が被害者の救済と、それを通しての公平の確保にあること。

イ 訴訟上の因果関係証明は、「一点の疑義も許されない自然科学的証明ではな

く、経験則に照らして全証拠を総合検討 し、特定の事実が特定の結果発生を招

来 した関係を是認 しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通

常人が疑を差 し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必

要 とし、かつ、それで足 りる」 (最判昭 50・ 10・ 24民集 29。 9・ 141

7)こ と。

ウ 公害訴訟においては、証明負担の公平性という要素も重要であること。

なお、このウ)について補足すると、損害賠償請求において、請求権発生要

件 としての因果関係の立証責任は、一般に、被害者たる原告にあるとされる。
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しかし、大気や水といった自然環境を媒介として汚染が広が り、しかも、汚染

と被害発生の間に時間的空間的隔た りがあることが少なくない公害の場合、こ

のことは被害者に多大な負担を与え、場合によれば、不可能を強いることにも

なりかねない。加えて、次のような点が公害訴訟における因果関係証明の特質

であることが、四大公害訴訟等を通 じて確認された。

ア、被害者は技術的知識が十分でなく資力にも乏しいため、個人の力では因果関

係の存在を科学的に調査することは極めて困難であること。

イ、莫大な資力と高度の科学的知識を備えている企業は原因調査に非協力的であ

ること。

ウ、行政機関による調査が不備であった り、政治的配慮か ら調査発表が妨げられ

ることが少なくないこと。

工、公害原因究明のための科学技術の開発は公害を発生させる生産技術の開発に

比べて立ち遅れがちなこと。

オ、企業は何 らかの化学物質やエネルギーを社会に放散している以上、自己の放

出する物質やエネルギーの無害性を立証する社会的義務があること。

以上の特質からして、公害事件では因果関係証明の緩和が必要であることが

意識され、 1960年 代後半に、深刻な公害問題を背景として公害訴訟が提起

されるようになる中で、被害者の立証負担を軽減しその救済をはかるための理

論が提唱されるようになったことを吉村は指摘している。

このような点は、本件にも当然に当てはまると言える。

(2)因果関係証明における疫学の意義

その上で、吉村は、疫学的因果関係 (疫学による因果関係の解明)と個別的因果

関係の関連を定式化すれば、次のようになると考えられるとする。

① 疫学によって原因確率が80ないし90%を超える (本日対危険度 5な いし10

以上)の場合、当該知見が当該原告にはあてはまらないという特段の事情がなけ
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れば、因果関係は高度の蓋然性をもって証明されたもの (少なくとも推定された

もの)と扱って良い。

② 原因確率が50%を超えているが80ないし90%には及ばない (相対危瞼度

が2を超え5未満)は、因果関係が事実上推定される。

③ 原因確率が50%以下 (相対危瞼度が2以下)だが、何らかの程度の関連性を

示す場合でも、他の証拠とあわせて因果関係を認定することもありうる。

4  ′lヽ 括

このように、法学者 らは、因果関係に関する疫学的指標が高い場合には

個別の法的因果関係を高度の蓋然性 をもって推認できること (疫学的証

明)を認めている。

そ して、その疫学的指標の程度は原因確率でおおむね 70%～ 80%と

されている。

第 7 本件における原因確率の高さ

1 福島県県民健康調査について

(1)福島県による県民健康調査

福島県は,東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故による放射性物質の拡

散や避難等を踏まえ,県民の被ばく線量の評価を行うとともに,県民の健康状態

を把握 し,疾病の予防,早期発見,早期治療につなげ,も って,将来にわたる県

民の健康の維持,増進を図ることを目的として,「県民健康調査」を実施 している

(甲全第 123号 証、県民健康調査検討委員会設置要綱 )。

詳しくは、訴状第 4章で既に述べているが、本件事故による甲状腺がんの多発

について述べるにあたって、前提を確認する趣旨で再論する。

県民健康調査は, 2011(平 成 23)年 5月 から福島県において取 り組まれ

ている調査であり,本件原発事故による健康影響を調べるために公的に取り組ま

34



れている唯一の網羅的な健康調査である。

調査主体は福島県であるが,その調査は福島県立医大に委託されている。また ,

調査の助言や評価のために被ばく問題に関わる専門家による 「検討委員会」が設

置されている。検討委員会の初代座長は福島県立医大副学長の山下俊一氏が務め

ていたが,後述する批判を浴びて 2013(平 成 25)年 2月 に辞意を表明して

辞任 し,その後,同年 6月 5日 に開催された第 11回検討委員会で選任された福

島県医師会の星北斗氏が就任 している。その後、星氏はか議院議員選出馬に伴い

2022(令 和 4)年 1月 に辞任 し、現在は、長崎大学教授の高村昇氏が座長を

務めている。

(2)県民健康調査の概要

県民健康調査は,事故当時の被ばく線量の推計評価を行 うための基本調査と,

県民の健康状態を把握するための詳細調査か ら成っている。

基本調査は,事故直後 4か月間の外部被ばく線量を評価するための調査である。

自記式質問票 (問診票)により, 2011(平 成 23)年 3月 11日 ～ 2011

(平成 23)年 7月 11日 までの期間中,「いつ」「どこに」「どのくらいいたか」

などを回答させ,その回答から推計をおこなう方法による調査であり, 2011

(平成 23)年 6月 30日から取 り組まれている。

なお、訴状の 68頁でも述べたとお り、 2012(平 成 24)年 3月 21日 の

「災害対策・復興支援実務者会議」で山下俊一氏は、「基本調査が本来必要なのは

20数万人 (避難者,妊婦,子 ども)。 」「データは今でも続く広島の原爆訴訟と同

様に貴重な訴訟資料となりうるものだが,その点を強調したPRではできない。」

「国も担当を環境省としているのは過去の公害訴訟と同様を想定 している。」な

どと述べていたのであり、県民健康調査は、将来の損害賠償裁判を念頭において

取り組まれたものであることが窺える (甲全第 54号証)

しかし,そのように取り組まれたはずの基本調査では,回答の煩雑さや,調査の

意義の周知不足もあり,回答率は3割にも満たない (2022(令和4)年 3月
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31日 現在で 27,7%)。 また,回答の時点では,記憶も曖味で,も はや事故直

後 2週間の 1時間単位での詳細な行動記録を正確に回答することが困難であつた

という県民も多 く,その調査結果の信用性には疑問が残る。

他方,詳細調査には,後述する甲状腺検査の他,健康診査,こ ころの健康度・

生活習慣に関する調査,妊産婦に関する調査がある (甲全第 124号 証 第 3回

検討委員会資料最終頁)。

(3)調査 目的を巡る批判、秘密会報道と不信の広がり

ア 調査 目的を巡る批判

県民健康調査については,当初か ら,その調査の目的について強い批判が寄

せられてきた。

2011(平 成 23)年 6月 18日 に開催された第 2回福島県県民健康管理

調査検討委員会では,県民健康調査の目的を「原発事故に係る県民の不安の解

当,長期にわたる県民の健康管理による安全 。安心の確保」とすることが決め

理 (全 県民対象 )健

く 〈鵬R領 の々と磯ザータ) 甑 状態の杞担

期象鬱 :早威23狩 3月 11□輸点での銀内器住薔

万 濃 :日配AttR8環
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られた。

しかし,調査の目的を「不安の解消」とすることは,放射線の健康影響が出

ないか絋めて少ないことが前提となっている。放射線の影響を受けたかも知れ

ない県民の健康状態を把握し,健康影響の恐れがあれば,疾病の予防,早期発

見,早期治療につなげるという観点とは異な り,被害を矮小化 しようとする結

論ありきの調査ではないかとの批判を招いた。

イ 秘密会に関する報道

2012(平 成 24)年 10月 3日 には,毎 日新聞が,福島県県民健康調査

検討委員会が発足以前から 1年半にわたって秘密裏に「準備会」を開き,「見つ

かった甲状腺がん患者と被ばくとの因果関係はない」などの見解 をす りあわせ

ていたことや,県事務局が発覚を恐れて検討委員 らに口止めしていたことなど

をスクープ報道 した (『県民健康管理調査の闇』日野行介)。

この報道の後,福島県は不適切であったことを認め,今後は,非公開の準備

会合を開かないことなどを表明した。

ウ 検討委員の刷新等

2013(平 成 25)年 6月 5日 に開催された第 11回検討委員会では秘密

会報道等により県民の不信が高まったことを受けた措置として,山下俊一座長

を含む 4人の検討委員が入れ替わ り,体制が刷新された。

また,同 日の検討委員会終了後の記者会見で,福島県は,同年 4月 17日 に

福島県 「県民健康管理調査」検討委員会設置要綱を改正し,調査 目的を「県民

の健康不安の解消や将来にわたる健康管理の推進等を図ること」か ら「県民の

被ばく線量の評価 を行 うとともに,県民の健康状態を把握 し,疾病の予防,早

期発見,早期治療につなげ,も って,将来にわたる県民の健康の維持,増進を

図ること」に改めたことを強調した。

工 調査結果の評価について、当初から不信感が持たれていたこと

このように,県民健康調査の目的や姿勢には当初から強い疑間が投げかけら
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れていた。

このことは,その後,次々と示される甲状腺検査の結果に対する検討委員会

の評価に対する不信感にも影響を及ぼしている。すなわち,本件事故により放

出された放射性物質による健康影響があったと評価すべきか否かを巡って,福

島県や検討委員会が公表し続けている否定的意見は,当初から一貫する “被害

を矮小化しようとする姿勢"によるものではないかとの不信感が広がっている。

2 福島県県民健康調査における甲状腺検査について

(1)甲状腺検査の内容

県民健康調査の詳細調査の一つである「甲状腺検査」は,本件事故当時 18

歳以下の福島県民約 37万人を対象として,甲状腺の異常の有無を確認するた

め,超音波検査等を行うものである。

チェル ノブイ リ原発事故後には周辺地域において小児甲状腺がんの多発が

報告された。これは,放射性ヨウ素の内部被ぼくによるものであり,原発事故

による健康被害であるとの評価が確立されている。そのため,本件事故後にお

いても子 どもたちの健康を長期に見守るため,甲状腺の状況の調査が行われる

ことになった (甲全第 124号証 15頁 「甲状腺検査について」)。

甲状腺検査では,まずは,一次検査として超音波検査が実施されている。超

音波検査では,甲状腺の結節や嚢胞の有無や大きさが検査される。一次検査の

結果,A判定 (結節又は嚢胞を認めなかったものをAlと し,5。 l mm以下の結

節や 20.l mm以下の嚢胞を認めたものをA2とする)となったものには,原則

としてそれ以上の検査を行わない。B判定 (5。 l lttl以上の結節や 20.l mm以 上の

嚢胞を認めたもの)や C判定 (甲状腺の状態等から判断して,直ちに二次検査

を要するもの)と なった者に対しては二次検査を実施してお り,二次検査では ,

詳しい超音波検査の他,採血,尿検査を実施 している。更に必要があれば,結

節から細胞を採って検査する穿刺吸引細胞診が行われている。
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甲状腺検査 の流れ

(2)先行検査と本格検査

甲状腺検査は,本件原発事故による放射線被ばくの影響のない状態 (自 然状

態)における甲状腺の状態を把握するため 2011(平 成 23)年 10月 から

2014(平 成 26)年 3月 までに行う計画とされた一巡目の「先行検査」と,

事故による甲状腺への影響を把握するため 2014(平 成 26)年 4月 から2

年かけて行い,その後 20歳までは 2年 ごと,更に後は 5年 ごとに行 う計画と

された二巡 目の 「本格検査」の 2段階の設計とされている。

これは,チェルノブイリでは事故後 4年が経過した頃から統計上の小児甲状

腺がんの有意な多発が認められたとの見解があることに基づき,事故後 3年の

間には事故による被ばくの子ども達の甲状腺への影響は無く,子 どもたちの自

然状態における甲状腺の状態 (バ ックグラウンド)が把握できるとの仮説に基

づく設計であつた。

しかし,後述するように,先行検査により想定を進かに上回る甲状腺がんが

発見されたことか ら,こ のような仮説に基づいた設計自体が破綻 している。
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3 甲状腺検査の検査結果について

(1)検査開始前の想定

2011(平 成 23)年 7月 24日 に開催された第 3回福島県県民健康調査

検討委員会の配付資料 (甲全第 124号証 15頁 )には「基礎知識として,放

射線の影響がない場合・・・小児甲 がんは年間 100万人あたり1,2名

程度と版めて少な く。結節の大半は良性のものです。| と明記されている。

従って,県民健康調査を実施するにあたって,検討委員会は,子どもたちの

自然状態における甲状腺の状態 (バ ックグラウンド)について,小児甲状腺が

んは,年間 100万 人あたり1,2名程度の発生率と想定していたことが明ら

かである。発生率と有病割合を単純に比較することはできないが,平均有病期

間を考慮しても発生率がこの程度であれば,さ ほど大きな数となることはない。

この資料には、その上で、「現時点での子どもたちの健康管理の基本として、

甲状腺の状態をご理解 していただくことが、安心につながるものと考えており

ます。」と記載されているのであって、検査をすれば、潜在がんが見つかる可

能性があるなどとは全く書かれていない。

(2)先行検査 (1巡目検査)の結果 (甲全第 58号証 )

ところが,先行検査 (1巡目検査)の結果,一次検査で Bま たはC判定を受

けて二次検査を行い,穿刺吸引細胞診を行った子どものうち, 116人が「悪

性ないし悪性疑い」の判定となった。

さらに, 116人 のうち 102人 が手術を行い,手術後の病理診断の結果 ,

1人が良性結節, 101人が甲状腺がんと確定診断されている。

先行検査 (1巡目検査)の結果判定数は 30万 0473人 であるから,こ れ

を母数とすると,実に 100万 人あたり386人 が「悪性ないし悪性疑い」と

判定されたこととなる。

2015(平 成 27)年 3月 にとりまとめられた福島県県民健康調査検討委
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員会甲状腺検査評価部会の「甲状腺検査に関する中間取りまとめ」でも、この

先行検査の結果について、「こうした検査結果に関しては、わが国の地域がん

登録で把握されている甲状腺がんの罹患統計な どか ら推定される有病数に比

べて数十倍のオーダーで多い。」と記されている (甲全第 65号証 )。

(3)本格検査 1回 目 (2巡 目検査)の結果 (甲全第 59号証 )

本格検査 1回 目 (2巡目検査)の結果、一次検査でB判定を受けて二次検査

を行い,穿刺吸引細胞診を行った子どものうち, 71人が「悪性ないし悪性疑

い」の判定となった。

さらに, 71人のうち 52人が手術を行い,手術後の病理診断の結果, 52

人全員が甲状腺がんと確定診断されている。しかも、この 71人のうち 33人

は、 1巡目検査ではAl判定 (結節又は嚢胞を認めない)であった。このこと

は、県民健康調査で発見されているがんの成長の早さを物語つている。

本格検査 (2巡 目検査)の結果判定数は 27万 0529人 であるか ら,こ れ

を母数とすると,やはり100万 人あたり203人 が 「悪性ないし悪性疑い」

と判定されたこととなる。

(4)それ以降の検査 (甲全第 60～ 62号証 )

本格検査 2回目 (3巡目検査)以降の検査でも、多くの甲状腺がんが発見さ

れたことは、訴状第 4章で述べたとお りである。

4 津田敏秀教授 らによる疫学論文の発表

(1)県民健康調査により甲状腺がんが多数検出されたこと

上述のように,福島県の県民健康調査では,先行検査 (1巡目検査)により

100万 人あたり376人 が,本格検査 (2巡目検査)により100万 人あた

り203人 が 「悪性ないし悪性の疑い」と判定されている。

これに対 し,既に述べたように,県民健康調査検討委員会自身が,調査開始

前には「小児甲状腺がんは年間 100万 人あた り1,2名程度」(甲全第 124
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号証 15頁)の発生率であることを基礎知識として公表していた。

従って、本格検査 (2巡目検査)の時点で、既に、検出数と基礎知識との単

純な比較においても、県民健康調査によって実際に得 られた甲状腺がん症例の

調査結果が,異常に高い数値となっていることは一目瞭然であった。

(2)津田敏秀教授 らによる疫学的分析と学術誌への論文発表

岡山大学大学院環境生命科学研究科の津田敏秀教授 らのグループは,201

5(平成 27)年 10月 ,福島県が行っている県民健康調査の結果を分析 し,

「Thvroid Cancer Detection by Ultrasound Anong Residents Ages 18 Years

and Younger in Fukushina, Japan: 201l to 2014 (20 1 14手 から20 14

年の間に福島県の 18歳以下の県民か ら超音波エコーにより検出された甲状

腺がん)」 と題 した論文を公表している (甲全第 125号証 )。 この論文は,国

際環境疫学会の発行する査読つきの国際的な医学雑誌である 「Epidemiology

(疫学)」 電子版に掲載された。

津田教授 らの論文は、福島県がインターネットを通じてホームページ上で公

開している県民健康調査の集計結果データを分析 したものである。分析にあた

っては,福島県における甲状腺がんの発生状況を日本全国の発生率と比較する

方法 (外部比較)と福島県内での発生率を地域に分けて相互に比較する方法 (内

部比較)とがとられている。外部比較では発生率比を指標とし,内部比較では

有病オッズ比を指標 としている。

津田教授 らは,こ の方法により, 2014(平 成 26)年 12月 までに把握

された先行検査 (1巡 目検査)および本格検査 1回 目 (2巡目検査)の一部の

結果を分析することにより,外部比較において最も高いところで約 50倍、全

体としても約 30倍の多発が生じてお り,内部比較でも有病オッズ比に最大 2

6倍の違いが生じていることが分かるとした。

このうち、内部比較とは、福島県内でも被ばく線量の高かったと考えられる

地域と、低かったと考えられる地域との間で、小児甲状腺がんの発生率に差が
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あることを示すものであり、このような曝露と発症との間に、量反応関係が認

められることは、因果関係を示唆するものと考えられている。

5 国際環境疫学会 (ISEE)に よる日本政府宛ての書簡 (甲全第 126号証 )

上述した津田教授 らの論文 (甲全第 125号 証)が掲載された Epidemiology

誌 は 、 国 際 環 境 疫 学 会 (International Society for Environmental

Epidemiology,ISEE)の発行する学術誌であつた。この国際環境疫学会 (I

SEE)は 、同論文が掲載された翌年である 2016(平 成 28)年 1月 22

日に、日本政府に対 して書簡を送 り、福島県民健康調査の甲状腺検査について、

「福島県民における甲状腺がんのリスク増加は、想定よりはるかに大きい」と

懸念を表明し、信頼に足るリスクの推定を行 うよう要請した (甲全第 126号

証)。

ISEEは 、2015(平 成 27)年 9月 にサンパウロで開催された年次総

会の特別シンポジウムにおいて、津田論文に先駆けた研究結果が発表されたこ

とを受け、議論 し、学会メンバーが福島原発事故の健康影響の続報に関して大

きな科学的関心を示していたとする。そ して、同年 10月 に津田論文が発表さ

れた後も、同学会の政策委員会で議論を重ね、日本政府に宛てて本書間を送る

ことを決定 した。

同書間は、「環境疫学者の組織として世界最大の専門家集団である「国際環

境疫学学会 (ISEE)」 は、環境疫学者を代表 し、福島県民における甲状腺がんの

発症リスクが、想定よりもはるかに大きいと示した最近の科学的証拠について

憂慮しています。」との記載から始まり、「この研究は、事故によって影響を受

けた集団に対 し、甲状腺がんの早期発見・早期治療を可能にするための、継統

的かつ体系的なスクリーニングの必要性を示 しています。そのような前向き研

究は、影響を受けた集団への直接的な利益に加え、電離放射線のリスクに関す

る国際的知見を構築するために重要な価値があります。私たちは、国民の利益
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を守る利害関係者としての日本政府に対 し、福島県民の健康を科学的に記録し

て追跡するための一連の方策を構築し、20H年に起きた事故によるリスクに

対する理解を深め、より信頼度の高いリスク推定をするよう要請 します。」と

して、日本政府に対 し、継続的かつ体系的なスクリーニングを実施するよう求

めている。

そ して、「ISEEは 、学会メンバーの専門知識を活用することにより、必要な

活動を支援 。支持することができます。日本政府が、ISEEが独立した国際専門

家組織として関与することを構想できるのか、そ してどのような関与を構想さ

れているのかについて、私たちは関心を寄せています。この手紙に関する見解

と、またこの重要な問題に関する将来的な計画について、日本政府からご返信

いただけると幸いです。」として、自ら、環境疫学に関する専門家集団として、

日本政府への協力を惜 しまないことまでも表明して、日本政府に回答を求めて

いた。

このように、環境疫学の専門家らが、国際学会を挙げて、津田論文を評価 し、

協力を申し出つつ、日本政府に更なる対策を求めたことは、真の健康影響を知

り、健康被害の拡大を回避するために極めて重要な機会であったと考えられる。

しかしながら、日本政府は、現在に至るまで、この書簡に対し、何 らの返信

もしていない。

6 津田意見書 (甲全第 127号 証)に示された相対危険度と原因確率

上述 した、岡山大学大学院環境生命科学研究科の津田敏秀教授は、本件訴訟の

ために環境疫学や因果推論の専門家としての意見書 (甲全第 127号 証)を作成

している。

この意見書で、津田教授は、「Epideniology(疫学 )」 に掲載された、福島県の

子 どもに、 2011(平 成 23)年 10月 か ら2014(平 成 26)年 3月 にか

けて行われた先行検査 (1巡目検査)において検出された小児甲状腺がん (有病
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割合と評価)を、全国の発生率と比較した甲状腺がんの発生倍率を改めて、提示

している。その IRRI発 生率比 (倍率・相対危険度)は、全体で 31.9倍 (9

5%信頼区間 :26。 3倍 -38.3倍 )に上っている (表 4)。

加えて、津田教授は、この意見書において、 2014(平 成 26)年 4月 か ら

2015(平 成 27)年 3月 にかけて行われた本格検査 1回 目 (2巡 目検査)に

おいて検出された小児甲状腺がん (発生率)を、全国の発生率と比較した甲状腺

がんの倍率・相対危険度も示 している。 2巡目検査の比較は、先行検査 (1巡 目

検査)の際のように、有病割合に係数をかけて発生率を算出する必要は無く、先

行検査の終了後の成長に着 日して発生率同士を比較することが出来る。但 し、よ

り緻密に検討するために、年齢調整を行った SIRI標 準化発生率 (倍率 。相対

危瞼度)によって示 している。このSIRは 、全体で 38倍 (95%信頼区間 :29

倍 -47倍 )に上っている (表 4)。

表 4に示されているように、津田意見書 (甲全第 127号 証)では、 1巡 目検

査と 2巡 目検査のそれぞれについて、福島県を 9つの地区に分割 したそれぞれ (合

計 18区分)について、倍率 (相対危険度)が示されている。

詳細な区分は、それだけ、緻密な検討がなされていることを示すものといえる。

上述のように、相対危【父度から原因確率を導 くことが出来るところ、先行検査

(1巡目検査)全体での相対危険度は、 31.9(倍 )であるから、先行検査で

甲状腺がんが発見された者の原因確率を県全体で評価すると、 96.8%で ある

ことが分かる。

また、本格検査 1回 目 (2巡目検査)全体での相対危険度は、 38(倍 )であ

るから、2巡 目検査で甲状腺がんが発見された者の原因確率を県全体で評価する

と、 97.3%で あることが分かる。
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表 4.福島県を9つ の地区に分割し、それぞれの地区の受診者数と甲状腺がん症例数から推定し

た倍率とその95%信頼区間(2巡目は5歳毎で年齢調整をしている)。

1巡目 2巡目

受診者数

(がん症例数)

IRR(倍率)

(95%C.I。 )

受診者数

(がん症例数)

SIR(倍率)

(95%C.I.)

原発周辺地域 41,810(15) 28(15-47) 34,557(17) 61(35-97)

福島市周辺 50,617(12) 20(10-35) 45,580(11) 36(18-64)

二本松・本宮市周辺 1 8, 193 (11) 50(25-90) 16,346(4) 38(10-98)

郡山市 54,062(25) 39(25-57) 48,046(18) 57(34-91)

白河市周辺 16,465(8) 40(17-80) 14,637(2) 22(3-80)

いわき市周辺 49,430(24) 40(26… 60) 45,265(9) 26(8-41)

いわき市西側町村 29,816(9) 25(12‐ 48) 28,088(4) 22(6-56)

会津地方 33,720(12) 30(15-52) 32,208(5) 23(7-53)

相馬地方 6,360(0) 0(0-48) 5,788(1) 27(1-152)

合計 300,473(115) 32(26-38) 270,516(71) 38(29-47)

IRR:発生率比(倍率)、 95%C.I.:95%信 頼区間、SIR:標準化発生率比(倍率)

*1巡 目は2017年 3月 31日 現在 (年間 100万人に3人 と比較、平均有病期間 4年 を設定)

Ⅲ2巡 目は 2017年 6月 30日 現在 (全国の甲状腺がん発生率を年齢調整して比較(年間 100万人に約 5人 と

比較、追跡期間は原発発生地域で 2.5年、その他は2年 )

*1巡 目に比べて 2巡 目が非常に高 く見えるが、前者の平均有病期間が後者の追跡時間よりかなり長い影響

も合まれる.いずれにしても「数十倍」の多発には変化はない。
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7 主な公害事例や職業病事例等での原因確率との比較

これに対し、日本の主な公害事例や職業病事例等での原因確率は以下のとおりと

される。

表 5。 主な公害事例や職業病事例等に関する因果関係認定の原因確率

事  例 認められた人々が持つか政府が認める倍率

およその原因確率 元の倍率

大気汚染 50-67%以上 2倍～3倍以上

原爆症 10%以上 約 1.1倍以上

ヒ素中毒 50%以上 2倍以上

じん肺肺がん 50-75%以上 2‐4倍以上

環境アスベスト曝露と肺がん 50%以上 2倍以上

表 5の とおり、大気汚染では原因確率は 50‐ 67%で あり、原爆症では 10%

以上であるから、先に示 した本件の 96。 8%や 97,3%と の原因確率が、如

何に高いものであるかは一目瞭然である12

12表 5の参考文献

*大気汚染 :日 本の大気汚染経験検討委員会 (座長,佐和隆光)日 本の大気汚染経験・環境省,1997
(非売品).

*原爆症 :https:〃 wwⅥ mhlⅥ go.jp/shingi/2007/12/d1/s1217‐ 7a,pdf 原爆症認定の在 り方に関する検

討会報告.平成 19年 12月 17日 .

*ヒ素中毒 :httpsi〃 h‐crisis.niph.go.,p/?p=29295 環境保健レポート:特集 :土呂久鉱害 (環境保健

レポー トNo.1心 昭和 47年 ■ 月)(土呂久の場合は,政策というより,実際の観察データで原因確

率 50%程度と公害指定地域とほぼ一致していた)

*じ ん肺・肺がん :https:〃 wwwincbi,nlm.nih.gov/pubmed/8589094 および,Smith AH,Lopipero
PA,Barroga VR I〕正eta‐analysis of studies oflung cancer among silicotics.EpideHliology,1995

Nov;6(6):617-24.さ らに, https:〃 wwvmin‐iren.gr,jp/?p=1748

全日本民医連新聞 :国がじん肺と肺ガンの因果関係認める/九州社会医学研究所 田村昭彦所長に聞

く。2002年 12月 ■ 日.

*アスベスト・肺がん :https:〃wwverca.go.jp/asbestos/what/higai/shikkan,html 独立行政法人・

環境再生保全機構 :アスベスト (石綿)関連疾患。2.肺がん (原発性肺がん).石綿曝露との関連.お

よび,http即/wwⅥ rousaisc,or.,p/importantん opicshl■02_09.html 「石綿による健康被害に係る

医学的判断に関する考え方」,また http部/wwⅥ mhlwgo.jp/shingV2006/02/d1/s0207-4a2.pdf 報告
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第 8 まとめ

以上に述べたように、これまでも、有害物質によって集団的な健康被害が発生

した過去の公害訴訟等においては、疫学的手法を通 じて因果関係の判断がなされ

てきた (四 日市公害訴訟判決等 )。

疫学は人体の健康に影響を及ぼす原因を定量的に明らかにするものであり、そ

の基本は、曝露のあった集団となかった集団の患者の発生率の比較から導かれる

相対危険度であって、因果関係は原因確率において量的に表現される。疫学研究

に基づく相対危険度や、そこか ら導かれる原因確率は、 日本の公害訴訟だけでな

く、米国の maS toxic tortに おいても、重要な判断指標とされてきた。

これらを踏まえ、本件事故によって広範囲に拡散された放射性物質への曝露と

原告 らの小児甲状腺がん罹患との間の因果関係を判断するに際しても、疫学的手

法により得 られた科学的知見が最重要視されなければならない。

津田論文や意見書に示されたとお り、本件事故と小児甲状腺がんに関して、県

全体で見ても、先行検査 (1巡 目検査)での相対危【父度は 31,9、 原因確率は

96,8%と 紅めて高い。また、本格検査 1回 目 (2巡 目検査)も県全体での相

対危険度は、38、 原因確率は 97.3%と 同様に組めて高い。これらの指標は、

本件事故による放射性物質への曝露と原告 らの小児甲状腺がん罹患との間には因

果関係が認められることを示すものに他ならない。国際環境疫学会 (ISEE)

が 日本政府に宛てた書簡で懸念を示していたとお りの事態が、発生してしまって

いるのである。

以 上

書(平成 18年 2月 7日 )(厚生労働省 HP)9‐■ ページにかけての 「2 肺がん 成因,診断等 ア

病因  (イ )石綿が原因であるとみなす考え方」,および同「 (ウ )肺がん発症リスクが 2倍となるば

く露量の程度」
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